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第１章 電気通信番号の現状と課題

・電気通信事業者を識別する際に使用される番号（0033､0038､0077､
0088など）

００から始まる番号

・緊急通報（110、118、119）、天気予報（177）、時報（117）、発信番号
通知／非通知（184／186）などに使用される番号

１ＸＹ番号

（Ｘ、Ｙは数字）

・着信課金サービス（0120）、情報料回収代行サービス（0990）などに
使用される番号。

０ＡＢ０から始まる番号

（Ａ、Ｂは０以外の番号）

・国際プレフィックス（010）、発信者課金無線呼出（020）、ＩＰ電話サー
ビス（050）、個人通信サービス（060）、ＰＨＳ（070）、携帯電話（080／
090）などに使用される番号

０Ａ０から始まる番号

（Ａは０以外の番号）

・主に固定電話で使用される番号（「03-」、「042-」等）０ＡＢ～Ｊ番号

（Ａ～Ｊは数字）

概要種類

主な電気通信番号の種類

１－１電気通信番号の現状
（１）電気通信番号の概要

「電気通信番号」とは
・ 電気通信事業者が電気通信役務の提供に当たり送信の場所と受信の場所と
の間を接続するために電気通信設備を識別し、又は提供すべき電気通信役務の
種類若しくは内容を識別するために用いる番号、記号その他の符号をいう（電気
通信事業法第５０条）
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（２）電気通信番号の指定状況

０ＡＢ～Ｊ番号の指定状況

・地域系電気通信事業者による電話サービスのほか、ＣＡＴＶ事業者が提供する
電話サービス、ＩＳＤＮ、無線呼出し、長距離中継系事業者等が提供する直収電
話サービスに係る端末系伝送路設備の識別に利用。
・平成１７年３月末現在で、４８社に対して２億５，２５４万番号を指定。
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０５０番号、０８０／０９０番号の指定状況

０５０番号の指定状況
・ＩＰ電話で利用（平成１４年９月電気通信番号規則改正）
・平成１７年３月末現在、２８社に対して１，８０６万番号を指定

０８０／０９０番号の指定状況
・携帯電話で利用
平成１１年１月 １１桁化と同時に０９０番号へ移行
平成１２年９月 ０８０番号を追加

・平成１７年３月末現在、１億１，９５０万番号を指定
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（３）０ＡＢ～Ｊ番号と番号区画

ＡＢＣＤＥ
おおまかな地方識別

概ね県識別

完全な県識別

単位料金区域を識別

加入者交換機を識別

ＡＢＣＤＥ ＦＧＨＪ０

市外・市内局番
合計５桁（一部地域４桁）

市外局番
１～５桁

市内局番
０～４桁

（閉番号区域（注）
外への接続である
ことを示す。）

国内プレフィックス
加入者番号
４桁

電気通信事業
者が加入者に
割当総務大臣が電

気通信事業者
に指定

総務大臣が
告示で規定

（注） 閉番号区域
市内局番からのダイ
ヤルが可能な区域

固定電話番号の構成

11: 札幌
3: 東京

44: 川崎
45: 横浜
52: 名古屋
6: 大阪

75: 京都
78: 神戸

市外局番１桁目の境界-

市外局番２桁目の境界

市外局番の配分

・市外局番、市内局番及び加入者番号の構成（８～９桁、プレフィックスを含め９～１０桁）
・全国６１２（平成１６年１２月３１日現在）の番号区画ごとに市外局番を規定（市外局番からある
程度の地域を識別可能）
・番号区画内では市外局番のダイヤルを省略し、市内局番と加入者番号のみで接続可能（閉番
号ダイヤル）

・現状では、番号区画は単位料金区域を越えないよう設定（単位料金区域が異なる場合には、市
外局番が同一でも市外局番からダイヤルが必要）
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１ｰ２ 電気通信番号を取り巻く環境の変化

（１）固定電話ネットワークのＩＰ化の動向
・ 国内外において、電気通信事業者のネットワークのＩＰ化が進められている。

（２）ＩＰ電話の動向
・ ０５０番号 地理識別がなく、電話として最低限必要な品質を確保
・ ０ＡＢ～Ｊ番号 従来の固定電話と同等の通話品質や地理的識別等を確保
・ ０ＡＢ～Ｊ番号を利用するＩＰ電話が拡大している（平成１７年４月１日現在、１４社）
・ ＩＰ電話の通話料金は距離に依存しない料金体系となっている

（３）ドライカッパを利用する固定電話サービス
・ ＮＴＴ東西のドライカッパを用いて固定電話サービスを提供する形態が登場
・ ０ＡＢ～Ｊ番号を利用、番号ポータビリティによりＮＴＴ東西で利用していた番号を引き続き利用可能

（４）その他の動向
ア ＦＭＣの動向
・ 今後、携帯電話端末を家庭やオフィス内では固定通信網に接続して使用し、屋外では移動通信網に接続
して使用するＦＭＣ（ Fixed and Mobile Convergence ）が提供される見込み

イ 番号ポータビリティ
・ 電気通信事業者を変更しても、番号を変更することなく変更後の事業者のサービスを利用可能
・ 固定電話の番号ポータビリティは、現在、ＮＴＴ地域会社から他の事業者に変更した場合にのみ実現
・ 現行方式は二重番号を利用しており、利用が拡大した場合には番号ひっ迫の恐れがある（現在事業者間
で方式の見直しを検討）
・ 携帯電話の番号ポータビリティについては、「携帯電話の番号ポータビリティの導入に関するガイドライ
ン」に従い、関係電気通信事業者において導入に向けた検討が進められている。
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ドライカッパを用いる固定電
話サービスへの 新規参入

固定電話番号の需要調査、
具体的なひっ迫対策の検討が必要

電気通信番号の在り方の検討が必要

固定電話番号のひっ迫対策電気通信番号の在り方

電気通信番号を取り巻く環境の変化

固定電話番号に対する需要の増加

固定電話番号のひっ迫が生じる可能性

固定電話のサービス提供形態の変化
従来とは異なる新しいサービスの出現

電気通信番号に求められる役割の変化

ネットワークのＩＰ化の進展
固定電話と同じ電話番号(0AB～J

番号)を使用するIP電話等の拡大

１－３ 電気通信番号に関する課題
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第３章 ＩＰ時代における電気通信番号の在り方

３－１ 電気通信番号の役割とＩＰ化の影響

（１）電気通信番号の役割
これまで電気通信番号により確保されてきた事項

着信先が識別できること

国際標準との整合性がとれていること

事業者間の公平性が確保されていること

サービス提供に必要な番号が十分に確保できること

桁数ができるだけ少ないこと

サービスの種類が識別可能であること

地理の識別が可能であること（固定電話の場合）

このほか、サービスの種類、地域が特定できることから、

料金の識別が可能であること

サービス内容に応じて一定の通話品質が確保されていることから、

通話品質の識別が可能であること

固定電話の番号では、利用者の所在地が特定されていることから、

社会的信頼性の識別
７



ＩＰ時代における電気通信番号の在り方

（２）ＩＰ化の番号への影響
ネットワークのＩＰ化により、これまで番号に求められていた役割はどうあるべきか検討が必要

・ サービスの種類が識別可能であること
これまでは ０３－／０６－は固定電話、０８０／０９０は携帯電話等、番号から明確にサービスを識別可能であったが、ＩＰネッ
トワークでは一つのネットワークで複数サービスを提供する形態等も考えられる

・ 地理の識別が可能であること（固定電話の場合）
従来、０３は東京、０６は大阪等、市外局番で地域を識別可能であったが、ＩＰネットワークでは、ルーティングはＩＰアドレスに
より行われ、技術的には番号で地理的識別を確保する必然性はない

・ 料金の識別が可能であること
これまでは、番号により固定電話か携帯電話か、市内通話か市外通話か等が識別可能であったが、料金が距離依存でなく
なっていく場合には、市内・市外料金の識別ニーズも低下する

・ 通話品質の識別が可能であること
これまでは、固定電話か０５０番号のＩＰ電話か携帯電話か等の通話品質を識別可能であったが、ＩＰ化に伴い、より高品質
なサービス等、通話品質の多様化が進むと考えられる

・ 社会的信頼性の識別
固定電話の番号は、場所が特定できるため社会的信頼性が高いとの認識が一般的であるが、ＩＰネットワークにおいては技
術的には場所を固定せずにサービス展開が可能

・ 新しいサービスの番号
ＩＰ化の進展に伴い、複数の既存サービスの融合したサービスや新しいサービスの登場も考えられる
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ＩＰ時代における電気通信番号の在り方

３－２ 電気通信番号の在り方

（１）サービスの識別

・ 我が国では従来から番号によりサービスを識別可能であり、サービス識別の
ニーズは高い。社会的信頼性の維持や利用者利便の確保の観点からは、固定電
話か携帯電話か、緊急通報を利用できるか等の一定のサービス識別は依然とし
て求められる。

・ 利用者から見て利用方法や利用形態、また、品質などが従来のサービスとみか
け上同じで加入電話と相互接続を行っているサービスでは、今後も番号による
サービス識別を確保していくことが適当。

・ 個々のサービスで利用する番号については個別に判断が必要（テレビ電話のよ
うな既存サービスの延長線上にあるサービスでは既存番号の利用が適当） 。
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ＩＰ時代における電気通信番号の在り方

（２）地理的識別・番号区画

・ ＩＰネットワークでは、技術的には番号により地理的識別を確保する必然性はなく、料金識別
のための地理的識別へのニーズは今後次第に薄れていくと考えられる一方、固定電話番号
は長年にわたり利用されているものであり、番号により端末が設置されている地域を特定し
たいとのニーズは依然として高く、地理的識別は維持していく必要がある。

・ ただし、番号区画については、どの程度の広さで地理的識別を確保することが適当か、利
用者への影響を考慮しつつ、必要に応じ検討が必要（例えば、現状の半分程度の天気予報
区程度の広さとする等）

・ 市町村合併に伴い、自治体から全利用者の総意としての要望がある場合には、既存ネット
ワークへの影響も考慮しつつ、行政区域と単位料金区域を一致させていくことも行われてお
り、この見直しにあわせた番号区画の変更や統合を引き続き進めていくことが適当。

・ 市内通話でも市外局番からダイヤルすることとする全桁ダイヤルについては、閉番号ダイ
ヤルのニーズは依然として高いため、今後、利用者利便に配慮しつつ慎重に対応していく必
要がある。
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ＩＰ時代における電気通信番号の在り方

（３）料金の識別

・ 今後は、番号による通話料金識別ニーズは次第に薄れていくものと考えられる。固定電話番号について
は、将来、通話料金が距離に依存せず全国均一となる場合には番号による通話料金の識別は不要と考え
られる一方、アナログ電話とＩＰ電話が併存する過渡期には、従来と同様の識別が求められる（今後のＩＰ化
の進展の状況を考慮しつつ対応が必要）。

・ 利用者、特に通話料金を負担する発信者は、サービスの種類により通話料金の見当がつくことを求めて
いる状況であり、サービス間（固定と携帯等）で料金格差がある場合には、ある程度の通話料金の識別が
できることが求められる。

・ 従来、固定電話では、同一市外局番の地域で市外局番を省略し市内局番からダイヤル（閉番号ダイヤ
ル）できる場合には市内通話料金との認識が一般的であり、「平成１１年度電気通信番号に関する研究会
報告書」においても、当面は、同一市外局番地域かつＮＴＴ地域会社の同一単位料金区域に限り閉番号ダ
イヤルを可能とすることが適当、とされている。

・ 固定電話番号の閉番号化については、これまで閉番号ダイヤル可能すなわち市内通話とのコンセンサス
が形成されており、利用者への影響があるとの意見がある一方、現行においても固定電話番号による市
内・市外通話識別ニーズはそれほど高くないため単位料金区域を越えた閉番号化も可能との意見もあり、
番号区画を越えた閉番号化の実施が適当かどうか、今後、通話料金の動向や利用者の意向等を考慮しつ
つ検討が必要。

・ ０５０番号については、現在料金が無料の場合と有料の場合がある等、料金がわかりにくいため、今後、
番号以外の手段（端末表示や呼び出し音等）による解決も検討していくべき。
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ＩＰ時代における電気通信番号の在り方

（４）通話品質の識別

・ 技術の進歩に伴い、全サービスの品質が一様となれば番号による通話品質の
識別は不要と考えられるものの、品質不定のサービスや、高品質のサービスなど、
通話品質の多様化が進んでいく可能性があり、一定の通話品質の識別は引き続
き必要。

・ 固定電話は携帯電話等よりも品質が良いと考えている人が多く、また一定以上
の通話品質の確保へのニーズも高い状況であり、番号によりサービス内容に応
じた通話品質が確保されていることがわかることは必要である。

・ 既存番号の通話品質要件の更なる明確化も考えられるが、明確化に際しては
新しい技術やサービスの普及・発展の妨げとならないよう配慮が必要。
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ＩＰ時代における電気通信番号の在り方

（５）社会的信頼性の識別

・ 固定電話番号は社会的信頼性があるとの見方が一般的であり、今後も社会的信
頼性を維持していくことが適当（そのためには、今後も引き続き端末の設置場所が
固定である点の確保が必要）。

・ 発信番号の偽装表示については、番号の持つ社会的信頼性を維持するため対
策を講じていくことが必要。

・ 番号とは別の社会的信頼性確保の方策について今後検討することも考えられる。
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ＩＰ時代における電気通信番号の在り方

（６）新しいサービスの番号

・ 今後、ネットワークのＩＰ化の進展に伴い、多種多様な新たなサービスの実現が見込まれるが、
これらのサービスで利用する番号については、システムの具体的なイメージが明確となった時
点で、サービスの特徴を考慮し、個別の検討が必要（テレビ電話のような既存サービスの延長
線上のサービスでは、引き続き既存番号の利用が適当）。

・ 番号の個人番号的な利用ニーズに対応するための番号体系についても、必要に応じて検討
が必要。個人番号的に利用される番号については、番号ポータビリティが利用可能であること
が望ましいが、導入には多大なコストが必要と考えられるため、競争状況等を十分に勘案した
上で、導入の是非について検討が必要。

・ また、今後実現が見込まれるＦＭＣで利用する番号としては、現行の携帯電話や固定電話番
号、ＩＰ電話（０５０）番号、ＵＰＴ（０６０）番号等、様々な番号が考えられる。ＦＭＣは、地理的識
別がなく、かつ、通話品質も一定でないサービスであり、地理的識別がない点からは０５０、０６
０、０８０／０９０等のいわゆる０Ａ０番号を利用していくことが適当と考えられるが、利用者利便
の観点からは既存番号を利用可能とすべきとの考え方もある。

・ ＦＭＣで利用する番号については、具体的なシステムやサービスイメージを踏まえて検討する
必要がある。現時点においては、まだ、関係事業者等においても具体的なシステムやサービ
スイメージが固まっておらず、具体的な番号の議論を行うまでには至らなかったが、今後早期
に研究会等を開催し、具体的なシステムイメージを明確にし、利用する番号について検討する
ことが適当。
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３－３ まとめ

（１）電気通信番号の役割の見直し

・ 現在番号が担う役割のうち、サービス識別、通話品質の識別、社会的信頼性の識別につい
ては、今後も引き続き維持していくことが必要。
・ 固定電話番号の地理的識別・番号区画については、一定程度の地理的識別は維持すべきで
あるが、番号区画についてどの程度の広さ・数が適当であるか検討が必要。また市町村合併
に伴う行政区域と単位料金区域を一致させる見直しにあわせて番号区画の変更・統合が行わ
れることが適当。
・ 通話料金の識別については、ニーズは低下しつつあるが、アナログ電話とＩＰ電話が併存する
過渡期、サービス間の料金格差がある場合には識別できることが求められる。
・ 固定電話番号については、市外局番が同一の場合、番号区画を越えて閉番号ダイヤル化を
実施すべきかどうか、今後検討が必要である。
・ 固定電話番号は長年にわたり国民に親しまれてきた番号であり、国民生活の混乱を招かな
いよう配慮しつつ見直していく必要がある。

（２）新しいサービスの番号

・ 具体的なシステムイメージが明確となった時点で、サービスの特徴を考慮し、検討が必要。
・ 個人番号的な利用についても必要に応じて検討が必要。個人番号的に利用される番号につ
いては、競争状況等を十分に勘案し番号ポータビリティの導入の是非について検討が必要。
・ ＦＭＣについては、今後早期に研究会等を開催し、具体的なシステムイメージを明確にすると
ともに、利用する番号について検討することが適当。
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第４章 固定電話番号のひっ迫対策

４－１ ひっ迫対策検討の目的

・ 「平成１４年度電気通信番号に関する研究会」では、２０年後までの間にひっ迫する
地域については、短期的対策によりひっ迫回避が可能と結論 。

・ しかしながら、０ＡＢ～Ｊ番号を使用するＩＰ電話や、ドライカッパを用いる固定電話
サービス等、新たな番号需要により、ひっ迫が生じる可能性が出てきており、改めて
需要調査・具体的なひっ迫対策の検討が必要。

４－２ アンケート調査方法と番号需要予測結果

すべての番号区画について番号需要のアンケート調査を実施（０ＡＢ～ＪのＩＰ電話な
ど新たな番号需要であり、過去の番号消費動向からは予測困難）

（１）アンケート調査方法
・ 番号区画：全番号区画 （平成１８年度時点で５９１区画）

・ 対象事業者：０ＡＢ～Ｊ番号の指定を既に受けている事業者、及び今後新たに０ＡＢ
～Ｊ番号の指定を受けてサービスを提供する計画のある事業者等、計７４５社
・ 有効回答数８０（回答数は１３６から番号需要のない事業者の回答を除外）
・ 番号ポータビリティによる二重番号の使用が需要増加の大きな要因となると考えら
れ、二重番号を使用する場合と使用しない場合に分けて調査
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固定電話番号の需要予測結果

（２）番号需要予測結果

ア 全体の番号需要予測結果

・２０年後（平成３７年３月末）の番号の新規需要 約１億４，４００万番号約１億４，４００万番号
（平成１７年３月末現在の指定数 ２億５，２５４万番号）

・新規需要の約７割が番号ポータビリティの二重番号番号ポータビリティの二重番号としての需要

イ 番号区画ごとの需要予測結果

・二重番号を使用しない場合 ２０年後には全５９１区画中、５４区画５４区画でひっ迫

・二重番号を使用する場合 ２０年後には全５９１区画中、２０２区画２０２区画でひっ迫
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二重番号を使
用しない場合
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（参考）番号ポータビリティの二重番号
固定電話の番号ポータビリティでは、
利用者が利用する番号のほかに、ルー
ティングのためにもう一つ別の番号を利
用している。すなわち、１利用者につき２
番号を利用している。

ひっ迫区画数の年度別推移
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４－３ 固定電話番号のひっ迫対策の検討

・番号ポータビリティの二重番号の利用を取りやめる場合
→ 既存のひっ迫対策で対処可能

・番号ポータビリティの二重番号の利用を継続する場合
→ 既存のひっ迫対策（桁ずらし等）で回避不可
３年後 ０４２地域（２区画）
５年後 ０４２地域（３区画）、０２４１地域（１区画）
２０年後 ０４２地域（５区画）、０２４１地域（３区画）、０７２地域（６区画）
において回避不可

固定電話の番号ポータビリテｨの二重番号の使用について、２～３年後を目処に固定電話の番号ポータビリテｨの二重番号の使用について、２～３年後を目処に
解消することが必要解消することが必要

二重番号を使用しない方式が導入されるまでの間、暫定的な方策として、番号
ポータビリティの裏番号に同一都道府県内の空局番を使用する方法が適当。
例） ０４２地域 ０４２－０ｘｘ－ｘｘｘｘ

０４２－１ｘｘ－ｘｘｘｘ 等
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第５章 その他の検討課題 ５－１ ＥＮＵＭトライアルへの対応

・これまで独自ドメイン名でＥＮＵＭトライアルを実施
・ＥＮＵＭトライアルの円滑な実施のためには、ＩＴＵで決められたドメイン名（国番号．ｅ１６４．国番号．ｅ１６４．
ａｒｐａａｒｐａ）の利用が必要

・総務省がＩＴＵ－Ｔ及びＲＩＰＥ ＮＣＣに対してトライアル用のドメイン名（８１．ｅ１６４．ａ

ｒｐａ）の割当申請手続を行い、承認を得る

・今後、これを利用して国際的な枠組みでのトライアルを実施

・番号については、現在、国内トライアルで使用している「＋８１ ００ＣＤＥＦＧＨＪＫ」を、

国際的な枠組みでのトライアルにおいても使用することが適当

・実用化に向けた検討については、今後の動向を踏まえ別途実施

① 電話番号
000-1234-5678

② 国内プレフィックスを除き、国番号を付け数字だけに
810012345678

③ 逆順にしドットを挿入しTLD(トップレベルドメイン）を付加
8.7.6.5.4.3.2.1.0.0.1.8.tld.

④ DNSを検索し登録されているURIを得る

⑤ 結果からクライアントは，アプリケーションを選択
⑥ アプリケーションの起動

1) sip:△△△@sip.soumu.go.jp 
2) mailto:△△△@soumu.go.jp
3) tel:+81△△△△△△△△

（参考）ＥＮＵＭ（Telephone Number Mapping）
電話番号（Ｅ．１６４番号）を用いて、インターネット上の様々なアプリ
ケーション（インターネット電話、電子メール等）に接続する仕組み

通常の電話番号

↓

ドメイン名へ変換
↓

ＵＲＩへ変換

↓

ＩＰアドレスへ変換
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５－２ １ＸＹ番号による営業・料金案内接続

１ＸＹ番号＝自網内の加入者へサービスを提供するための番号１ＸＹ番号＝自網内の加入者へサービスを提供するための番号

１１０（警察）、１１８（海保）、１１９（消防）
１０４（番号案内）、１１７（時報）、１７７（天気予報）、
１８４（発信番号非通知）、１８６（発信番号通知） 等

新規サービスの営業案内に１ＸＹ番号（１１６、１５１、１５７）ではなく着信課金用の番号
（０１２０等）等を用いるべきとの提案

・１ＸＹ番号を問い合わせや故障受付で利用することについては、利用者利便の観点から、問

題はない。

・１ＸＹ番号を事業者毎に付与することについては、十分な番号容量が確保できないため、適

当ではない。

・今後、
－営業案内に利用する番号の桁数に差があることが公正競争上問題があるか公正競争上問題があるか
－新規サービスの受付を１ＸＹ以外の番号に統一する場合の利用者への影響利用者への影響
等について検討が必要。等について検討が必要。
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